
札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱 給水設備構造基準 給水設備維持管理基準 解説（新旧対照表） 

現 行 改正案 備考 

 

 

 

目次（省略） 

 

 

 

 

目次（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月６日 



現 行 改正案 備考 

＜給水設備構造基準解説＞ 

１ 井戸等（省略） 

 

２ 貯水槽の設置場所 

 (1)～(2)（省略） 

 (3) 貯水槽の上部には、飲料水が汚染されるおそれ

のある配管及び機器を設けないこと。 

 

 

 (4)  貯水槽を地下ピット内に設ける場合は、次の措

置を講ずること。 

  ア～エ（省略） 

  オ 排水用ポンプを設けること。 

 (5)、(6)（省略） 

 

３ 貯水槽の構造 

 (1)～(9)（省略） 

 (10)[解説文中] 

  ①、②（省略） 

  ③ 防虫網の網目が細かすぎると、有効断面積が不

足して通気機能が低下するため、防虫網は 12メ

ッシュ（2mm網目）程度を標準とし、腐食しにく

い材質のものを使用すること。 

 (11)～(13)（省略） 

 

４ 給水管（省略） 

 

＜給水設備構造基準解説＞ 

１ 井戸等（現行のとおり） 

 

２ 貯水槽の設置場所 

 (1)～(2)（省略） 

 (3) 貯水槽の上部には、飲料水が汚染されるおそれ

のある配管及び機器を設けないこと。設ける場合

においては、飲料水を汚染することのないように

衛生上必要な措置を講ずること。 

 (4) 貯水槽を地下ピット内に設ける場合は、次の措

置を講ずること。 

  ア～エ（現行のとおり） 

  オ 排水用ポンプ及び警報装置を設けること。 

 (5)、(6)（現行のとおり） 

 

３ 貯水槽の構造 

 (1)～(9)（現行のとおり） 

 (10)[解説文中] 

  ①、②（現行のとおり） 

  ③ 防虫網の網目が細かすぎると、有効断面積が不

足して通気機能が低下するため、防虫網は 20メ

ッシュ（1.3mm網目）程度を標準とし、腐食しに

くい材質のものを使用すること。 

 (11)～(13)（現行のとおり） 

 

４ 給水管（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

代替措置について規定 

 

 

 

 

 

水没防止のため措置について規定 

 

 

 

 

 

 

 

防虫網の仕様を変更 

（根拠としている参考文献の記載が

変更されたことに伴う） 

 

 

 

 



現 行 改正案 備考 

＜給水設備維持管理基準解説＞ 

１ 水質の管理 

 (1)（省略） 

  表 1-1～1-3（省略） 

  表 1-4 

   

＜給水設備維持管理基準解説＞ 

１ 水質の管理 

 (1)（現行のとおり） 

  表 1-1～1-3（現行のとおり） 

  表 1-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質基準に関する省令（平成15年5

月30日厚生労働省令第101号）の改正

に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 備考 

 

  表 1-5（省略） 

 (2) 定期の水質検査は、次のとおり行うこと。 

  ア（省略） 

  イ 小規模受水槽水道施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を、１年以内ごとに１回、定期に

行うこと。（以下省略） 

   [解説文中] 

水道水が水源であっても、設置者の維持管理の

状況により貯水槽以降の水質が悪化するおそれ

があるため、表 1-1（条文附表１）に掲げる項目

の検査を１年以内ごとに 1回、定期に行うこと。 

（以下省略） 

ウ 住居用飲用井戸等施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を１年以内ごとに１回、附表２に

掲げる項目の検査を毎年６月１日から９月３０

日までの間に１回、定期に行うこと。 

エ 業務用飲用井戸等施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を６月以内ごとに１回、附表２に

掲げる項目の検査を毎年６月１日から９月３０

日までの間に１回、定期に行うこと。 

オ テトラクロロエチレン等の環境基準超過井戸

が存在する地域において、井水等を水源として飲

料水を供給する場合は、附表３に掲げる項目のう

ち、必要な項目の検査を３年以内ごとに１回、定

期に行うこと。 

 

 

  表 1-5（現行のとおり） 

 (2) 定期の水質検査は、次のとおり行うこと。 

  ア（現行のとおり） 

  イ 小規模貯水槽水道施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を、毎年１回以上定期に行うこ

と。（以下、現行のとおり） 

   [解説文中] 

水道水が水源であっても、設置者の維持管理の

状況により貯水槽以降の水質が悪化するおそれ

があるため、表 1-1（条文附表１）に掲げる項目

の検査を毎年 1回以上定期に行うこと。 

（以下、現行のとおり） 

ウ 住居用飲用井戸等施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を毎年１回以上、附表２に掲げる

項目の検査を毎年６月１日から９月３０日まで

の間に１回、定期に行うこと。 

エ 業務用飲用井戸等施設にあっては、附表１に掲

げる項目の検査を６月に１回以上、附表２に掲げ

る項目の検査を毎年６月１日から９月３０日ま

での間に１回、定期に行うこと。 

オ テトラクロロエチレン等の環境基準超過井戸

が存在する地域において、井水等を水源として飲

料水を供給する場合は、附表３に掲げる項目のう

ち、必要な項目の検査を３年に１回以上定期に行

うこと。 

 

 

 

 

 

字句整理 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 



現 行 改正案 備考 

 

   [解説文中] 

   ① 住居用飲用井戸等施設では、表 1-1（条文附

表１）に掲げる項目の検査を 1年以内ごとに 1

回、表 1-2（条文附表２）に掲げる項目の検査

を毎年 6月 1日から 9月 30日までの間に 1回、

定期に行うこと。 

② 業務用飲用井戸等施設では、不特定多数の人

が利用するため、表 1-1（条文附表１）に掲げ

る項目の検査を 6月以内ごとに 1回、表 1-2（条

文附表２）に掲げる項目の検査を毎年 6月 1日

から 9月 30日までの間に 1回、定期に行うこ

と。 

③ テトラクロロエチレン等の環境基準超過井

戸の存在する地域において、井水等を水源とし

て飲料水を供給する場合は、水質の変動を把握

するため、表 1-3（条文附表３）に掲げる項目

のうち必要な項目の検査を、3年以内ごとに 1

回、定期に行うこと。なお、環境基準超過井戸

が存在する地域は、札幌市ホームページ又は環

境部局にて確認すること。 

 （以下省略） 

 

 

 

 

 

 

   [解説文中] 

   ① 住居用飲用井戸等施設では、表 1-1（条文附

表１）に掲げる項目の検査を毎年 1回以上、表

1-2（条文附表２）に掲げる項目の検査を毎年

6月 1日から 9月 30日までの間に 1回、定期

に行うこと。 

② 業務用飲用井戸等施設では、不特定多数の人

が利用するため、表 1-1（条文附表１）に掲げ

る項目の検査を 6月に 1回以上、表 1-2（条文

附表２）に掲げる項目の検査を毎年 6月 1日か

ら 9月 30日までの間に 1回、定期に行うこと。 

 

③ テトラクロロエチレン等の環境基準超過井

戸の存在する地域において、井水等を水源とし

て飲料水を供給する場合は、水質の変動を把握

するため、表 1-3（条文附表３）に掲げる項目

のうち必要な項目の検査を、3年に 1回以上定

期に行うこと。なお、環境基準超過井戸が存在

する地域は、札幌市ホームページ又は環境部局

にて確認すること。 

 （以下、現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

 

 

 

 



現 行 改正案 備考 

 

  表 1-7 

   

 

 (3)～(8)（省略） 

 

２ 井戸の管理（省略） 

３ 塩素滅菌器の管理（省略） 

４ 貯水槽の管理 

 (1)～(4)（省略） 

 (5) 貯水槽の清掃は、１年以内ごとに１回、定期に

行うこと。 

 (6)（省略） 

   [解説文中] 

    貯水槽には、砂、水垢、鉄錆等が沈積するため、

貯水槽の清掃を１年以内ごとに１回定期に行い、

常に清潔な状態にすること。 

   （以下省略） 

 

 

  表 1-7 

   

 

 (3)～(8)（現行のとおり） 

 

２ 井戸の管理（現行のとおり） 

３ 塩素滅菌器の管理（現行のとおり） 

４ 貯水槽の管理 

 (1)～(4)（現行のとおり） 

 (5) 貯水槽の清掃は、毎年１回以上定期に行うこと。 

 

 (6)（現行のとおり） 

   [解説文中] 

    貯水槽には、砂、水垢、鉄錆等が沈積するため、

貯水槽の清掃を毎年１回以上定期に行い、常に清

潔な状態にすること。 

   （以下、現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 

 

検査の頻度の変更（水道法改正に伴

う簡易専用水道の貯水槽清掃の頻度

を準用） 

 



現 行 改正案 備考 

 

５ 給水管の管理（省略） 

６ 給水ポンプの管理（省略） 

 

７ その他の設備の管理 

 (1)（省略） 

 (2) 貯水槽を地下ピット内に設けている場合は、排

水用ポンプの点検を７日以内ごとに１回、定期に

行うこと。 

 

   [解説文中]（第２段） 

貯水槽を地下ピット内に設けている場合は、排

水用ポンプの故障により水槽室内に汚水が貯留

し、貯水槽の水没事故や衛生状態の悪化を引き起

こすおそれがあるため、排水用ポンプの作動、漏

水や亀裂、害虫の発生状況等について、7日以内

ごとに１回、定期に点検すること。また、浸水警

報装置を設けている場合は動作確認を定期に行

うこと。 

 

８ 帳簿書類の備付け（省略） 

 

様式例（省略） 

 

５ 給水管の管理（現行のとおり） 

６ 給水ポンプの管理（現行のとおり） 

 

７ その他の設備の管理 

 (1)（現行のとおり） 

 (2) 貯水槽を地下ピット内に設けている場合は、排

水用ポンプの点検を７日以内ごとに１回、定期に

行うこと。また、警報装置の点検についても定期

に行うこと。 

   [解説文中]（第２段） 

貯水槽を地下ピット内に設けている場合は、排

水用ポンプの故障により水槽室内に汚水が貯留

し、貯水槽の水没事故や衛生状態の悪化を引き起

こすおそれがあるため、排水用ポンプの作動、漏

水や亀裂、害虫の発生状況等について、7日以内

ごとに１回、定期に点検すること。また、浸水警

報装置の動作確認を定期に行うこと。 

 

 

８ 帳簿書類の備付け（現行のとおり） 

 

様式例（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水設備構造基準より引用 

 

 

 

 

 

 

 

字句整理 

 

 

 

 

 

 

 


